
　皆様、いかがお過ごしでしょうか。花どきは気候も不安定ですので、お体を大切にしてください。
　2、3月は20名近い学生が春休みを利用して、津田地区のまちづくりを学んだり、体験に訪れて
くれました。
　最近では、公式LINEで「さぬき市関係案内所」を開設しました。特に、さぬき市とつながりた
い方に、地域や地域住民の方を紹介するのが、この「さぬき市関係案内所」です。
　地域にかかわってみたい！という方々の気持ちと、この地域の魅力を残したい、
伝えたい地域の方々の気持ちを「関係人口」という切り口で、つなぐお手伝いをし
ます。
　関係人口に来てもらいたいが、どうすればいいか分からない、関わり方等のご
相談も受け付けていますので、ぜひ公式LINEまでお問い合わせください。

　過去の震災時には、「公的機関の者だと名乗る人物が自宅に来訪し、義援金を求められた」などの相談が寄せられています。公的機関が、
各家庭に訪問して義援金を求めることは考えられません。その場で金銭を要求されても、支払ってはいけません。義援金は募っている団体等の
活動状況や使途をよく確認し、納得したうえで寄付しましょう。
　不安な場合は、東讃県民センター（☎（0879）42-1200）または香川県消費生活センター（☎（087）833-0999）にご相談ください。
　局番なしの「188」（いやや）でも通じます。 【問】商工観光課　☎（087）894-1114

【問】人権推進課　☎（087）894-9088

【問】危機管理課　☎（087）894-1115

我が家の防災・減災への備え　～避難を理解する『避難行動』～

くらしのワンポイントアドバイス  震災に便乗した義援金詐欺にご注意ください

　小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。「避難」とは「難」を「避ける」ことで、下の4つの行動があります。どこへ避難する
場合でも必ず事前にハザードマップで安全かどうか確認をしましょう。

行政が指定した避難場所への立退き避難 屋内安全確保
避難する際には、事前に
下記のものを準備して
おきましょう。
・食料、飲料品
・日用品
・感染症予防品
・常備薬
　　　　　など

通常の宿泊料が必要になります。
事前に予約・確認をしましょう。

安全な親戚・知人宅への立退き避難

安全なホテル・旅館への立退き避難

普段から災害時に避難することを相談して
おきましょう。

子どもたちの意見を聞いてみよう  長尾中学校編 partⅠ

ハザードマップで自宅
にいても大丈夫か確認
することが必要です。
※土砂災害の危険が
　ある区域では、立退
　き避難が原則です。

　長尾中学校の生徒が人権講演会で、落語家 桂こけ枝さんの話を聞きました。桂こけ枝さんは、「自分の責任でな
いもの、どうすることもできないものは、気にしなくていい。人権やいじめは、命にかかわること。問題が起きたときは解
決のために、みんなで話し合おう」と話しました。講演のあと、市長と中学生が意見交換をしました。

どう行動するか（どこに避難するか）事前に決めておくことが重要です

【問】政策課　☎（087）894-1112

令和５年１１月８日 長尾中学校 会議室　 （学年は意見交換当時）市長と中学生との人権意見交換会から
　コミュニティ助成事業とは、コミュニティの
健全な発展を図るとともに、宝くじの社会貢
献広報事業として、（一財）自治総合センター
が宝くじの受託事業収入を財源として実施し
ている事業です。

【問】生活環境課　☎（087）894-1119
太鼓・獅子舞用油単→

　後期高齢者医療保険料は以下の計算式で算定し、７月中旬（予定）に通知します。

＊1　令和５年度までに資格取得済みの被保険者は上限73万円（令和６年度のみ）
＊2　賦課対象所得金額が58万円以下の被保険者は所得割率9.63%を適用（令和６年度のみ）
※令和６年度は２年毎の所得割率等の見直しがあり、新しい所得割率等が適用されています。

　＊ 一定の給与所得と年金所得がある被保険者の数

保険料（年額）
（上限：80万円＊1）

均等割額
54,000円（一律）= 所得割額

賦課対象所得×所得割率（10.41%＊2）＋

対象者世帯の軽減判定所得要件

［43万円＋10万円×（給与所得者等の数（＊）－1）］以下

［43万円＋｛29.5万円×世帯の被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数（＊）－1）｝］以下

［43万円＋｛54.5万円×世帯の被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数（＊）－1）｝］以下

7割
5割
2割

軽減割合

令和６年度後期高齢者医療保険料について

　賦課期日時点の世帯所得（世帯の被保険者全員と世帯主の総所得）が以下の要件に該当する場合、均等割額が軽減されます。(所得に基礎控
除なし、６５歳以上の方の公的年金所得については最大15万円を控除)

【納付について】

　4月から8月までは前年度2月の年金天引き額と同額で天引きします。ただし、4月から新たに天引きが始まる方については、前年度保険料の算定
基礎となった所得を基に仮計算した徴収額で8月まで天引きします。令和6年度保険料額が確定後、残りの保険料を10月から2月の間に天引きし
ます。なお、口座振替による納付に変更したい場合は、市窓口までお申し出ください。※年金天引きから納付書払いへの変更はできません。

年金天引き（仮徴収）対象の方

　7月に保険料額決定通知書が届いてから納付書払いまたは口座振替による納付が始まります。その後、年金天引きに移行できる方は１０月から
天引きが始まります。

年金天引き（仮徴収）対象外の方

【問】香川県後期高齢者医療広域連合　☎（087）811-1866　 さぬき市国保・健康課　☎（0879）26-9907

　初めて手話を学ぶ方、手話経験が1年未満の方を対象
に手話奉仕員養成講座を次のとおり開催します。
（5月18日～1月11日全22回）

詳細は下記までお問い合わせください。

受講資格

定 員
受 講 料
場 所
申込期間
申込方法

義務教育を修了している方
講座および手話サークル体験・聴覚障害者協
会行事に参加できる方
40名（定員を超えた場合は抽選）
無料（教材費4,400円は自己負担）
寒川農村環境改善センター
4月21日（日）まで
往復はがきまたは
インターネットにて申し込み

【問・申】香川県聴覚障害者福祉センター
　☎（087）868-9200

令和６年度「さぬき市れきみん
ボランティア」を募集します

2024年度手話奉仕員
養成講座「入門編」

【問・申】さぬき市歴史民俗資料館　TEL・FAX 共通☎（0879）43-6401
　　　　　　　　　　　　　メール sanukisirekimin@ma.pikara.ne.jp

　歴史民俗資料館において、展示解説や所蔵資料の整理、イベント等（企画・運営
含む）のボランティアスタッフを募集します。
対 象
活動内容

募集人数
募集期間
応募方法

そ の 他

高校生以上の方
・展示解説　
・まち歩き
・学校体験学習

・夏休み企画運営
・資料整理活動　
最大５名
４月５日（金）まで
申込用紙を下記までに、FAX、郵送、メールのいずれかで提出してください。
申込用紙は（https://www.sanuki.ne.jp/rekimin/）から
ダウンロードできます。
・市負担でボランティア活動保険に加入します
・活動に必要な勉強会・研修会を随時行います

　
史跡や文化財を巡るまち歩きをボランティア主体で実施
小学校の昔の道具体験学習等において、民具体験のサ
ポートや展示解説、誘導等
小学生向けの体験学習や自由研究補助イベントの実施
収集している資料や図書などの整理　

香川県さぬき市とつながりたいみなさんに、
地域や地域住民の方を紹介するのが、
この「さぬき市関係案内所」です。
地域にかかわってみたい ! 方々の気持ちと、
この地域の魅力を残したい伝えたい地域の方々
の気持ちを「関係人口」という切り口で、

つなぐお手伝いをします。

インターネットでの申し込みはこちら→

「防災出前講座」を行っています。「時間・場所・人数」問いません。
担当職員が出向き、ご希望の内容でお話しいたします。お気軽にお問い合わせください。

さぬき市地域おこし協力隊の岡本菜那です！
「さぬき市関係案内所」を開設しました！

城北自治会がコミュニティ助成を受けました
講演で「気にしなくていいことは、気にしなくていい」と
いう話を聞きました。
私たちは、楽しい人生は自分たちで作っていくことだと
考えましたが、市長さんはどう考えましたか。
（１生年 寺石 有沙さん）

小さいことを気にしすぎないこと、また、
その人が気にしていることを気にさせな
いことが大切なのかなと考えましたが、
市長さんはどう思いましたか。
（２年生 髙瀬 里央奈さん）

小さいことは、一人ひとり違うと思います。ある人にとっては、
小さいことでも、他の人にとったら本当に大きいことかもしれ
ません。一人ひとり違うので、自分のことはもちろんですが、
他の人がどういうふうに考えているのかということを、考えて
欲しいと思います。（大山市長）

自分のこともそうだが、周りの人にも、気にしなく
ていいことを、気にさせないような社会を作れば、
それが一人ひとりに戻ってきて、人権が尊重され
る社会になると思います。（大山市長）
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